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私たちは、地球市民としての自覚を持ち

まちづくりに参加します

私たちは、身近な自然環境を守り

郷土の歴史と文化を大切にします

私たちは、持続可能な社会を

めざすまち春日井を

次の世代に引き継ぎます

協働による取組みの推進

市域全体の環境活動推進

〒486-8686　春日井市鳥居松町5-44

TEL 0568-85-6216　FAX 0568-84-8731　

E-mail　kansei@city.kasugai.lg.jp

春日井市 環境部 環境政策課

このパンフレットは再生紙及び
ベジタブルインキを使用しております。

重点的取組み（第3期に向けて） 計画の推進

　本計画における市の役割については、「具体的取組み」の全体に関わりますが、特に市が主体となり優先して取組むべき施策を「重点的取組

み」として位置づけています。

自然を守り自然に親しむ（自然共生社会）2　

❶ 自然との共存

    ● 指定希少野生動植物の保護活動を推進します。

    ● 市民と連携して、自然や緑地の保全活動を推進します。　 

    ● 自然環境保全地区や自然環境ふれあい地区の指定を検討します。

❷ 自然とのふれあい

    ● 自然を体験できるふれあいの場の創出を行い、環境について学ぶ機会と場の充実を図ります。

自然環境学習会

ごみを減らし資源を有効に活用する（資源循環社会）3　

❶ ごみの減量化と３Ｒの推進

    ● 市民、事業者、行政の協働によりごみの減量化の施策を推進し、ごみの排出抑制を図ります。

    ● 学校や地域において、ごみ問題やリサイクル等に関する学習機会の充実を図ります。

❷ ごみの資源化の推進

    ● ごみの分別を徹底し、資源回収と資源化を推進します。

    ● 焼却灰を資源として、有効活用を図ります。

クリーン大作戦

市民と事業者、行政が協働して環境まちづくりを進める（連携・協働）4　

❶ 環境市民の育成

    ● 学校における教育を始め、多様な場での環境学習を推進するとともに、市民が環境学習に参加

    　 しやすい場や機会を提供します。

    ● 市民、事業者、行政などの交流や協働により、自発的な市民活動とネットワークづくりを促進します。

    ● 環境に関する情報提供や情報交流を推進し、環境情報の共有を図ります。

❷ 市民協働の推進

    ● かすがい環境まちづくりパートナーシップ会議を支援し、協働による環境まちづくりを推進します。

職員による出前講座

　本計画の環境目標を実現していくためには、取組みの主体となる市民、事業者、市のそれぞれが積極的に環境活動を行っていくことが重要です。

　「環境まちづくりパートナーシップ会議」を中心に、市民、市民団体、事業者、市などが、幅広く参加、連携して、本計画を推進していきます。

　また、本計画の効果的な進行管理を行い、計画を推進していくためには、Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ（点検・評価・公表）、Ａ（見直し・改善）を基本とする

マネジメントシステムにより進行管理を行い、本計画の実施状況を環境審議会へ報告するとともに、市民に公表していきます。

【市民、事業者、市との連携による推進体制】

【推進の仕組み】

環境まちづくりパートナーシップ会議

自主的な活動推進 環境施策の実施

市民

市民団体

事業者

連携・協力 春
日
井
市

春日井市環境審議会

報告 提言

計画（PLAN）

点検・評価・公表（CHECK）

実施（DO）

●春日井市環境基本計画

●計画に基づく施策・事業の実施等

事業者

市民

市

見直し・改善（ACTION）

地球環境を保全する（低炭素社会）１　

❶ 再生可能エネルギーの利用の促進

    ● 公共施設に再生可能エネルギーを利用した設備を導入するとともに、市民や事業者への導入の

　     啓発を図ります。

❷ 省エネルギー行動の促進

    ● 高効率機器の導入促進や省エネルギー行動の啓発などを行い、エネルギーの有効利用を促進

    　 するとともに、必要に応じて節電対策本部を設置するなど、節電対策を推進します。

    ● 省エネルギー行動を実践する日として定めたエコライフＤＡＹを通して、一人ひとりの環境に配

    　 慮した取組みを促進します。

❸ 地域環境の整備

    ● 次世代自動車の普及を図るとともに、公共交通の利用を促進します。

太陽光発電システム（クリーンセンター）

電気自動車
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